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事業所管局・課（連絡先）
市が指定する事業

事業所管局・課（連絡先）
市が指定する事業

局 課 局 課

総務市民局

女性の輝く社会推進室
（TEL：582-2209） 北九州市女性活躍・ワークライフバランス表彰

産業経済局

中小企業振興課
（TEL：873-1433）

北九州発！新商品創出事業

地域振興課
（TEL：582-2111） 北九州市自治会活動応援事業者表彰 大規模展示会等出展支援助成金

政策局 企画課
（TEL：582-2302） 北九州 SDGs 登録制度 中小企業人材確保支援助成金

環境局

環境イノベーション支援課
（TEL：582-2630）

環境未来技術開発助成事業 クールオフィス・サポートプロジェクト

「北九州市環境にやさしい事業所」感謝状授与制度 事業承継・Ｍ＆Ａ促進化助成金

環境国際戦略課
（TEL：662-4020） サステナブル環境ビジネス展開事業助成金 中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置

（先端設備導入計画）

産業廃棄物対策課
（TEL：582-2177）

北九州市産業廃棄物排出事業者・処理業者優良認定制度 北九州市企業の生産性改革金融支援制度

サーキュラーエコノミー基盤形成促進事業
企業立地支援課

（TEL：582-2065）

企業立地促進補助金

再生可能エネルギー導入推進課
（TEL：582-2238）

北九州市脱炭素電力認定制度 オフィス立地促進補助金

中小企業の競争力を生み出す脱炭素化推進事業 企業立地促進資金融資

産業経済局

国際ビジネス戦略課
（TEL：551-3605） 北九州市中小企業海外展開支援助成金

次世代産業推進課
（TEL：582-2905）

実用化研究開発事業

スタートアップ推進課
（TEL：551-3605）

企業変革・スタートアップ・グロースサポート事業 技術移転事業（北九州 TLO 運営支援事業）

グローバルアクセラレーションプログラム実行委員会 特許流通支援事業
（北九州知的財産支援センター運営事業）

北九州テレワークセンター管理運営事業
（一般オフィス、スモールオフィスへの入居）

産業用ロボット導入推進補助金
（導入前検証（FS）補助金・導入支援補助金）

北九州市スタートアップ支援貸付 DX 推進補助金

商業・サービス産業政策課
（TEL：582-2050）

商店街空き店舗活用事業 北九州 DX 大賞

中小企業団体共同施設等設置補助 GX 推進補助金

中小企業振興課
（TEL：873-1433）

中小企業技術開発振興助成金 都市戦略局 住まい支援室
（TEL：582-2288）

住むなら北九州　定住・移住推進事業
（社宅建設応援メニュー）

オンリーワン企業創出事業

＜本市の事業＞

＜国・県の事業＞  国・県及びこれらの所管団体の委託事業、補助事業や表彰・認定等の事業・制度。

○国・県の認定または承認（新連携、地域資源、農商工連携、経営革新、生産性向上等）
　例）・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　　・事業再構築補助金　　・小規模事業者持続化補助金　等
○その他これらに類する事業
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北九州市中小企業融資制度　一覧表 主な融資条件を記載しています。なお、融資条件は経済情勢等により変わることもあります。
（令和 6 年 4 月１日現在）

区　分 資　金　名 資金
使途 融資対象者（注 1）

融　　　資　　　条　　　件
その他
留意事項限度額 期　　間

（据置期間） 金　利 保証料率
（注 2）

責任共有
制度

保証人
（注 5）

担保
（注 5）

一　般
事業資金

⑴ 小規模企業者支援資金 運転
設備

① 市内に事務所又は事業所を有し、現に事業を営む小規模企業者（NPO 法人を除く）
② 常時使用する従業員が 20 人（宿泊業、娯楽業を除く商業・サービス業は 5 人）以下の会社及び 個人事業者等
③ 本資金借入前に保証協会付融資の残高が 2,000 万円以内であること

2,000
万円

10 年以内
（1 年以内）

1.30％ 0.35 ～
1.54％ 対象外

必要に
応じて

（個人事業
主は不要）

原則
不要

⑵ 小口事業資金 運転
設備 市内に事務所又は事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等 2,000

万円 1.40％ 0.45 ～
1.56％

原則
対象⑶ 長期事業資金 運転

設備 市内に事務所又は事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等 1 億 2,000
万円

5 年以内
1.50％
5 年超
1.70％ 0.45 ～

1.66％
必要に
応じて

⑷ 短期運転資金 運転 市内に事務所又は事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等 3,000
万円 1 年以内 1.30％

緊急対策・
経営安定対策

⑸ 災害復旧資金

一般枠

運転
設備

① 市内に事務所又は事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等
② 火災、風水害等により損害を受け（被災後 2 年以内）、事業活動に支障を来たしていること

5,000
万円

（特認）
1 億円

10 年以内
（2 年以内）

1.20％ 0.36 ～
1.38％

原則
対象

必要に
応じて

（個人事業
主は不要）

必要に
応じて

※融資申込前に、北九州市中小企業振
興課にて対象者認定の取得要。

特別枠
① 市内に事務所又は事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等
② 次のいずれかに該当する方　
　 ア 自然災害等の突発的災害の影響を受けたと市長の認定を受けた方　
　 イ 「激甚災害」「局地激甚災害」の指定災害又は災害救助法の適用を受けた災害による被災地域に 事業所を有し、直接被害を受けた方
　 ウ イの災害に関連して被害を受けたと市長が認める方

1.00％ 0%

⑹ 連鎖倒産防止資金 運転
① 市内に事務所又は事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等
② 次のいずれかに該当する方
　 ア 大型倒産の影響を受けた方　
　 イ 他企業の倒産により経営に重大な影響を受けた方

4,000
万円 1.40％ 0.36 ～

1.38％
原則
対象

⑺ 景気対応資金
（注 3）

一般枠

運転
設備

① 市内に事務所又は事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等
② 売上の減少等、経営の安定に支障が生じていること
③ 景気対応資金対象者認定（一般枠）を受けた方

1 億円

1.40% 0.36 ～
1.38％ 原則

対象セーフティネット保証
5号、7～８号

①・② （一般枠と共通）
③ 経営安定関連保証（中小企業信用保険法第 2 条第 5 項）の第 5号（全国的不況業種）、第 7 号又 は第 8 号の認定を受けた方 1.30％ 0.60％

セーフティネット保証
1～ 4号、6号

①・② （一般枠と共通）
③ 経営安定関連保証（中小企業信用保険法第 2 条第 5 項）の第 1 号～第 4号（突発的災害）又は 第 6 号の認定を受けた方 1.20％ 0.70％

（注 3）
対象外

危機関連保証 ①・② （一般枠と共通）
③ 危機関連保証（中小企業信用保険法第２条第６項）の認定を受けた方

8,000
万円 0.90％ 0.70％

⑻ 経営力強化サポート資金 運転
設備

① 市内に事務所又は事業所を有し、継続して６か月以上同一事業を営む中小企業者等
② 認定支援機関の指導・助言を受けて作成された事業再生計画に従って事業再生を行う方 2 億円 15 年以内

（5 年以内） 1.30％ 0%

原則対象
（保証割合

100％の
既往借入金を
借り換える

場合は対象外）

※取扱金融機関自らが認定経営革新等
支援機関でない場合は、認定経営革
新等支援機関と連携するものに限
る。

企業の
成長支援

⑼ 開業支援資金

一般枠
運転
設備

下記のいずれかに該当する方（NPO 法人を除く）
　 ア 新たに事業を開始しようとする個人
　 イ 個人又は会社で創業して 5 年未満の方
　 ウ 現在の事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立される方、又は分社化した会社で設立して 5 年未満の方
　 エ　法人成企業で個人創業から 5 年未満の方 3,500

万円

10 年以内
（2 年以内）

（経営者
保証免除
適用時は
1 年以内）

1.20％ 初回利用時
0％

（経営者保証
免除適用時は

0.2％）
（注 4）

原　則
対象外

必要に
応じて

（個人事業
主は不要）

原則
不要

特別枠
　女性 /若者 /シニア /
　転入 /雇用創出

　 オ 新たに事業を開始しようとする、女性・35 歳未満又は 55 歳以上の男性・市外からの転入者
　 カ 新たに雇用の創出を伴う事業を開始する方
　 キ 創業 5 年未満の個人・会社で、代表者が女性・35 歳未満又は 55 歳以上の男性・市外からの 転入者・市内での雇用創出者
　 ク 個人創業から 5 年未満の法人成企業で、代表者が女性・35 歳未満又は 55 歳以上の男性・市 外からの転入者・市内での雇用創出者

1.10％

⑽ 事業承継資金 運転
設備

① 市内に事務所又は事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等
② 次のいずれかに該当する方　
　 ア 3 年以内に事業承継を予定している方　
　 イ 事業承継日から 3 年以内の方　
　 ウ その他要綱に定める方

2 億円

運　転
10 年以内

（1 年以内）
設　備

10 年又は
15 年以内

（1 年以内）

1.30%
以内

0 ～
0.75％

原則
対象

徴しない
（一定の
財務要件

あり）

必要に
応じて

⑾ 新事業開拓支援資金 運転
設備

① 市内に事務所又は事業所を有し、継続して 1 年以上同一事業を営む中小企業者等
② 次のいずれかに該当する方　
　 ア 新たな分野への進出（運転・設備）し、事業を行う方　
　 イ 事業の拡大（設備の新設又は更新）を行う方

1 億円

運　転
10 年以内

（1 年以内）
設　備

10 年以内
（2 年以内）

1.40％ 0.45 ～
1.56％

必要に
応じて

（個人事業
主は不要）

※融資申込前に、北九州市中小企業振
興課にて対象者認定の取得要。

⑿ まち・ひと・しごと
創生総合戦略資金

運転
設備

① 市内で新たに中小企業者として事業を開始する方、又は市内に事務所若しくは事業所を有し、現 に事業を営む中小企業者等
② 新たな成長分野の事業又は地域の課題の解決のための事業を積極的に行う者であると市長が認め た方
 　※本資金の対象となる指定事業については、P.8 をご確認ください。

1 億円

運　転
10 年以内

設　備
15 年以内

（2 年以内）

10 年以内
1.10%
10 年超
1.30%

0.45 ～
1.51％

※融資申込前に、北九州市中小企業振
興課にて対象者認定の取得要。

⒀ 高度化・
準高度化資金

高度化資金

設備

国の定める計画基準により指定を受けた高度化事業を行う中小企業者（NPO 法人を除く）

対　象
事業費から
国・県の
貸付額を
控除した
額の 2/3

20 年以内
（3 年以内） 10 年以内

1.30％
10 年超
1.50％

0.45 ～
1.90％

必要に
応じて

理事全員の
連帯保証

※融資申込前に、北九州市中小企業振
興課にて対象者認定の取得要。

※取扱は商工中金のみ。

準高度化資金 国の高度化事業の指定を受けていない高度化事業を行う中小企業者（NPO 法人を除く）
対　象

事業費の
80% 以内

（1.5 億円）

15 年以内
（2 年以内）

（注１）全ての資金に共通する融資要件については、P.2 をご確認ください。　　
（注２）北九州市では保証料の一部を補てんしており、上記は市の補てん後の料率です。個々の経営状況等に応じた保証料率が適用されます。
（注３）セーフティネット保証は、経済産業大臣による特例措置の発動期間のみ利用可能です。
　　　　なお、セーフティネット保証 4 号については、現在市が全額負担しています。（年度途中で受付を終了する場合があります）

（注４）「開業支援資金」の利用２回目以降の保証料は、責任共有制度の対象の有無に応じて異なります。　（対象外：0.75%、対象：0.36% ～ 1.38%）
（注５）法人代表者は、必要に応じて経営者保証を求められることがありますが、全資金について保証料率を上乗せ（0.25％又は 0.45％）することにより、
　　　　経営者保証を付けないことが選択可能です。　保証人及び担保に関する詳細については、取扱金融機関等にお問い合わせください。

【申 込 先】取扱金融機関の北九州市内及びその近郊の本店・支店（取扱金融機関は、P.2 をご確認ください。）
　　　　　 北九州商工会議所の本所・サービスセンター（（1）～（4）、（9）～（10）の融資制度に限ります。）

【融資制度】詳細は、北九州市のホームページをご確認ください。
　　　　　 不明な点は中小企業振興課（☎ 093-873-1433）にお尋ねください。
　　　　　 URL ： https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700176.html
　　　　　（右の QR コードからご覧いただくことが可能です。）



北九州市印刷物登録番号第 2314066B 号


